
Public Relations KOSA
December 2015 4

■
功
労
者
を
た
た
え
て

　
11
月
３
日
（
火
・
祝
）
町
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
平
成
27
年

度
功
労
者
表
彰
式
お
よ
び
町
合

併
60
周
年
記
念
式
典
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
功
労
者
表
彰
は
、
町
が
「
町

功
労
者
表
彰
規
程
」
に
基
づ
き
、

多
岐
に
わ
た
り
活
躍
し
町
に
貢

献
さ
れ
た
７
人
を
表
彰
。
町
、

町
議
会
、
区
長
会
を
始
め
と
す

る
関
係
者
約
１
３
０
人
が
出
席

し
ま
し
た
。

　
表
彰
式
で
は
、
受
賞
者
１
人

ひ
と
り
に
奥
名
克
美
町
長
が
表

彰
状
と
記
念
品
を
贈
呈
。「
自

治
」、「
福
祉
」、「
ス
ポ
ー
ツ
」

の
各
分
野
に
お
い
て
の
功
労
を

た
た
え
る
功
労
と
、
多
分
野
に

渡
る
功
績
に
対
し
て
贈
る
特
別

功
労
に
よ
り
、
表
彰
さ
れ
た
７

人
の
名
誉
を
た
た
え
ま
し
た
。

　
功
労
者
を
代
表
し
て
、
宮
澄

安
一
さ
ん
（
中
横
田
区
）
が

「
た
く
さ
ん
の
方
に
祝
福
し
て

い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
功
績
も
住
民
や
周
り
の
皆

さ
ん
の
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
今
ま
で
に
学
ん
だ
こ
と

を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ

と
が
私
た
ち
の
仕
事
と
思
い
、

力
を
尽
く
し
て
い
き
ま
す
」
と

謝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

■
60
周
年
記
念
式
典

　
町
合
併
60
周
年
記
念
式
典
は
、

旧
甲
佐
町
、
宮
内
村
、
竜
野
村
、

乙
女
村
、
白
旗
村
が
昭
和
30
年

に
合
併
し
て
60
周
年
を
記
念
し

て
開
催
さ
れ
、
式
典
で
は
、
奥

名
町
長
が
「
皆
さ
ん
の
ご
支
援

と
ご
協
力
の
お
か
げ
で
こ
の
式

典
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
今
後
も
住
民
の
皆
さ
ん

が
住
ん
で
良
か
っ
た
と
思
え
る
、

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
て
努
力
し
ま
す
」
と
あ
い
さ

つ
し
ま
し
た
。

　
式
典
後
に
は
、
記
念
講
演
会

を
開
催
。
本
町
出
身
で
海
上
自

衛
隊
第
29
代
海
上
幕
僚
長
の
赤

星
慶
治
さ
ん
が
「
国
を
守
る
・

人
を
守
る
」
を
テ
ー
マ
に
講
演

し
ま
し
た
。

町合併60周年記念式典

【
功
労
者
説
明
】
功
労
の
表
彰
分
野
、
功
労

者
氏
名
、
行
政
区
、
表
彰
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
た
経
歴
お
よ
び
功
績
な
ど

池田 春水さん
〔大町区〕

町消防団長、町民生委
員・児童委員（大町・
有安区）、町農業委員
会委員、町土地改良区
理事長

福
祉
功
労

宮澄 安一さん
〔中横田区〕

町議会議員、町ソフト
ボール協会会長、町体
育協会副会長、町嘱託
員、竜野地区社会福祉
協議会副会長、龍の
舞・龍神太鼓保存会会
長

自
治
功
労

甲斐 博さん
〔下豊内区〕

上益城農業協同組合代
表理事組合長、同組合
代表理事、町民生委
員・児童委員、町嘱託
員

特
別
功
労

岩村 辰雄さん
〔南三箇区〕

町社会福祉協議会理事、
同協議会副会長、町嘱
託員

特
別
功
労

田 康夫さん
〔早川区〕

町社会教育指導員、町
公民館館長、郡公民館
連合会会長、県公民館
連合会副会長

緒方 秀壽さん
〔糸田区〕

日本陸上競技連盟公認
審判員、町陸上協会副
会長、町体育協会理事、
町陸上協会理事

ス
ポ
ー
ツ
功
労

西坂 親さん
〔南三箇区〕

町議会議員

自
治
功
労

自
治
功
労

平成27年度町功労者表彰式

平
成
27
年
度
甲
佐
町
功
労
者
の
受
賞
者

▲式典であいさつをする奥名克美町長
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■
国
民
健
康
保
険
の
資
格
変
更

　
が
あ
っ
た
場
合
は
届
け
出
を

●
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
れ

　
る
場
合
が
あ
り
ま
す

▼
被
扶
養
者
の
範
囲

①②
①

▼
被
扶
養
者
の
年
収
の
目
安

①②

■
所
得
の
申
告
は
申
告
期
間
に

　
忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

TELTEL

届け出項目 国民健康保険加入届 国民健康保険脱退届

届け出が必要な場合 社会保険を脱退した場合 社会保険に加入した場合

手続きに必要なもの
・社会保険を脱退した証明書
　（離職票・資格喪失証明書など）
・印鑑

・社会保険被保険者証
・国民健康保険被保険者証
　（今まで使用していたもの）
・印鑑

手続きが遅れると…
社会保険の資格喪失日まで、さか
のぼって課税され、高額な保険税
が発生する場合があります。

国民健康保険税が課税され
たままで、社会保険料と両
方納めている状態になりま
す。

■国民健康保険の資格の変更時に必要な手続き

社
会
保
険
を
脱
退
ま
た
は
加
入
し
た
と
き
は
届
け
出
を
お
忘
れ
な
く

12
月
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
適
用
適
正
化
月
間


